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がん登録情報の申請の際は、『院内がん登録運用マニュアル』を参照し、個人情報の取り扱いについて、下記の対策が全て講じられているかご確認ください。

☐　院内がん登録情報のシステム運用責任者を定める。
☐　院内がん登録情報の担当者（システム管理者を含む）を限定する。
☐　院内がん登録システムへのアクセスは、個々の担当者ごとに認証情報を設定したうえで、アクセス制限、記録（ログ）、点検などの頻度・手順を運用管理規程で定める。
☐　院内がん登録システムからデータを抽出する場所は、原則として許可された者のみが入室可能な区域とし、一時的な来訪者については、日時・氏名・所属など入退の記録管理を行う。
☐　院内がん登録情報の管理を委託する時には、契約上、安全管理に関する条項を含める。　
☐　院内がん登録情報の担当者は、個人情報保護に関する教育訓練を定期的に受ける。
☐　院内がん登録情報の個票情報が含まれる情報機器は原則として所定の位置より移動・持ち出しをさせないこととし、また移動・持ち出しについてはその手順や管理方法を運用管理規程で定める。
☐　運用管理規程については、院内がん登録情報を扱う機器に関しては、機器・装置・情報媒体等の盗難や紛失防止も含めた物理的な保護及び措置についても定め遵守する。

☐　個人情報を取り扱うPC及びサーバは、二要素認証（記憶・生体計測・物理媒体のいずれか２つ以上）としている。
☐　その他、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した形での対応を行っている。


